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㸯 ⫼ᬒ・┠ⓗ 

ᖹᡂ25年の障害者雇用ಁ㐍ἲのᨵ正により、雇用の場に

おける障害者差別の⚗Ṇ、合理的配慮のᥦ౪が⩏務付けら

れた。また、ἲ定雇用率の⟬定ᇶ♏となる「障害者」の⠊

ᅖに精神障害者が⟬ධされることとなり、これにకい、ἲ

定雇用率が引き上ࡆられた。 

これらの障害者雇用ไᗘのᨵ正が、業においてどのよ

うにព㆑され、障害者雇用に関する行ືにどのようなᙳ㡪

をཬࡰしつつあるかをᢕᥱし、業のព㆑・行ືのኚを

見ることで、障害者雇用に関する有ຠな業支援のᅾり方

を᥈ることを┠的とした。 

 

㸰 ᪉ἲ 

㟁ヰ調査、ࣄリンࢢ調査、㉁ၥ⣬調査の㸱つの調査を

行った。 

㟁ヰ調査は、ᖹᡂ28年11᭶に、ᚑ業員30人௨上つᶍの

業1,000社をᑐ㇟に実した。㟁ヰ調査はに、そのᚋの

調査ཬび㉁ၥ⣬調査に向けたㄽⅬの⤠り㎸みのࢢリンࣄ

ために行った。ᅇ⟅率は44.4％であった。 

調査は、ᖹᡂ29年１᭶からᖹᡂ30年㸵᭶にかࢢリンࣄ

けて、20社にᑐし２ᅇࡎつ実した。に、これまでの障

害者雇用の取⤌、ᚋのไᗘ見┤しへのᑐᛂ方㔪などをᢕ

ᥱするために行った。 

㉁ၥ⣬調査はᖹᡂ30年２᭶から㸱᭶にかけて、全ᅜの

業10,000社をᑐ㇟に実した。㉁ၥ内容は、に、障害者

雇用の方㔪、ἲᨵ正事㡯についてのㄆ㆑・࿘知・ᑐᛂの状

況、雇用管理に関する本社と事業ᡤのᙺ割分ᢸ、などで

あった。ᅇ率は17.7％であった。 

なお、ここでは業の「ព㆑」とは、障害者雇用に✚ᴟ

的に取り⤌ࡴ必要性や、ㅮࡎべきᥐ置について、障害者雇

用の㈐௵者がㄆ㆑を有しているか、労働者が知らされてい

るかによりᤊえることとし、「行ື」については、そのព

㆑を社内にᗈࡆる行ືと障害者雇用に関して、ල体的に取

られているᑐᛂからᤊえることとした。 

 

３ ⤖ᯝ 

ไᗘᨵ正に関㐃した業のព㆑について、ἲ定雇用率見

┤しᚋの障害者雇用方㔪については「見┤しをᚅたࡎの

うࡕからさらに障害者雇用を㐍める方㔪」とした業の割

合は1,000人௨上つᶍで最も高く、業つᶍが大きいほど

✚ᴟ的に雇用を㐍める方㔪であることが示された。 

さらに「見┤しがあることをまで知らなかった」とい

う業の割合は、300人ᮍ満の業つᶍで１割を超えてお

り、つᶍがᑠさい業はἲ定雇用率の見┤しのㄆ知ᗘが低

い傾向が見られた。 

また障害者雇用の方㔪については、業つᶍが大きくな

るほど方㔪のある割合が高かった。 

調査の中では、業の中ᮇ計⏬に人事ᡓ␎のࢢリンࣄ

一つとして障害者雇用を置付けている例や、ẖ年、社㛗

ྡで自社の障害者雇用の状況を全社員にఏえるとともに、

理解を求める通知をฟしている例などがあった。 

ἲᨵ正事㡯のㄆ知ᗘでは、最もㄆ知されていたのは雇用

率の引上ࡆで、業の関ᚰの高さが❚える。㏫にㄆ知ᗘが

最も低かったのは合理的配慮ᥦ౪⩏務についてであった。 

ἲᨵ正事㡯のㄆ知状況を業つᶍ別に見てみると（表）、

全体的につᶍがᑠさいほどㄆ知ᗘが低くなっている。特に、

合理的配慮ᥦ౪⩏務については、100人ᮍ満つᶍの業で

㸳割をୗᅇっており、つᶍのᑠさい業にもఏࢃるような

࿘知をᅗることが求められる。 

ἲᨵ正を㋃まえたᑐᛂについては、障害者差別⚗Ṇと合

理的配慮ᥦ౪⩏務の୧方とも、業つᶍが大きくなるほど、

ఱらかのᑐᛂを行っている業が多くなっている。 

ἲᨵ正についてㄆ㆑していながら、特にᑐᛂを行ってい

ない業も一定数あった。ᑐᛂを行っていない業の中に

は必要性が理解できࡎにᑐᛂを行ࢃないままであるという

ケーࢫもあると⪃えられる。 

 

 

企ᴗつᶍ㻌
ᨵṇ項㻌

40䡚49ே㻌 50䡚99ே㻌 100䡚299ே㻌 300䡚999ே㻌 1㻘000ே௨ 㻌ୖ つᶍ計㻌

㞀ᐖ⪅ᕪู⚗Ṇつᐃ㻌 50㻚4䠂㻌 64㻚5䠂㻌 71㻚3䠂㻌 86㻚5䠂㻌 94㻚6䠂㻌 69㻚7䠂㻌

ྜ⌮的㓄៖ᥦ౪⩏ົつᐃ㻌 29㻚6䠂㻌 37㻚1䠂㻌 50㻚6䠂㻌 67㻚7䠂㻌 86㻚2䠂㻌 48㻚9䠂㻌

⢭⚄㞀ᐖ⪅の法ᐃ㞠⏝⋡⟬ᐃᇶ♏⟬ධ㻌 39㻚5䠂㻌 57㻚6䠂㻌 85㻚4䠂㻌 90㻚0䠂㻌 99㻚1䠂㻌 68㻚0䠂㻌

法ᐃ㞠⏝⋡ぢ┤䛧㻌 53㻚2䠂㻌 77㻚6䠂㻌 93㻚4䠂㻌 98㻚0䠂㻌 98㻚2䠂㻌 79㻚1䠂㻌

⾲ ἲᨵṇ事㡯のㄆ▱状況（業つᶍ別）㻌
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の中では、特例子社の知的障害の社員に㏥ࢢリンࣄ

職金ไᗘをタした例や、管理職をᑐ㇟に障害者雇用の研

ಟを実した例などがあった。 

ල体的な内容について、業のព㆑と行ືとのつながり

について、社として障害者雇用方㔪をᣢっているか、

業のࣉࢵࢺが障害者雇用にゝཬしているかどうかと、障害

者を雇用しているかどうかの関ಀを見てみた。100人ᮍ満

つᶍの業では、社としての雇用方㔪がある業やࣉࢵࢺ

がゝཬしている業ほど障害者を雇用している傾向があっ

た。一方、100人௨上つᶍの業では、雇用方㔪やࣉࢵࢺ

のゝཬの有↓にかかࢃらࡎ、ほとࢇどの業が障害者を雇

用していた。 

これまでに利用した支援機関の利用状況について見てみ

ると、つᶍの大きい業ほど利用率が高かった。また、つ

ᶍにかかࢃらࣟࣁࡎー࣡ーࢡの利用率が最も高かった。 

また、支援機関に求める支援について18㡯┠を示し、当

てはまるかどうかᑜࡡ、障害者を雇用している業と雇用

していない業で比較した。୧方の業でඹ通して高いの

は、「合理的配慮について知りたい」「差別⚗Ṇについて

知りたい」「どのように仕事をษりฟࡏばよいか知りたい」

の㸱㡯┠であった。このほか障害者を雇用している業で

は 「障害種類・障害特性、配慮事㡯について知りたい」

が➨２、雇用していない業では「᥇用ᚋに障害者と

なった社員が発⏕した時に┦ㄯしたい」が➨１であった。 

 

４ 考察 㹼業支援のᅾり᪉にࡘいて㹼 

(1) ୰ᑠ業にᑐするไᗘの࿘▱と支援 

障害者差別⚗Ṇつ定ཬび合理的配慮ᥦ౪⩏務つ定のㄆ知

ᗘは、いࡎれも業つᶍがᑠさくなるほどㄆ知ᗘが低いと

いう結果であった。このことは、数の上で多くを占める中

ᑠ業において、障害者雇用の⎔ቃᩚഛの㐜れや、職場定

╔にもᙳ㡪をཬࡰすྍ能性があるともゝえる。 

中ᑠ業については、業の࣓ࢪࢿ࣐・ࣉࢵࢺンࢺをᑐ

㇟に✚ᴟ的にセミࢼー等を㛤ദし、㈐௵ある❧場に┤᥋࿘

知し、理解をಁすことが大ษとなる。 

また、就労支援機関の利用については、業つᶍがᑠさ

くなるほど利用がᑡないという結果がฟており、支援機関

の࢘ࣁ࢘ࣀを有ຠにά用できるようにするためにも、ࣁ

ࣟー࣡ーࢡをጞめᆅᇦの就労支援機関が一体的支援体ไを

ᵓ⠏し、気㍍に┦ㄯができる⎔ቃを用ពするなど、きめ⣽

かにᑐᛂすることが求められる。 

(2) 業が障害者㞠用に╔ᡭしやすくするための機࡙く

りとಶ別ᑐᛂᆺ支援 

ᑠつᶍ業の場合、業としての方㔪があることや業

のゝཬによって障害者雇用に差がฟた結果が示されࣉࢵࢺ

たことから、࣓ࢪࢿ࣐・ࣉࢵࢺンࢺにᑐして、セミࢼーへ

のཧ加要ㄳやಶ別┦ㄯにより、ಶ別の状況に合ࡏࢃたຓ

ゝ・支援を実することで、業の実に合ࡏࢃた障害者

雇用が実⌧できるのではないかとᛮࢃれる。 

(3) 業のニーࢬを㋃࠼ࡲたᆅᇦᐦ╔ᆺのᗈሗά動・支援 

なࠎの中では、支援機関の利用に関して「様ࢢリンࣄ

支援機関があるが、どのように利用すればよいかࢃかりに

くい」というព見や、「ල体的にどうすれば障害者雇用が

実⌧できるかᥦしてほしい」などのኌが⪺かれた。 

さまࡊまなᗈ報手段がある中、業の障害者雇用ᢸ当者

に報がᒆくよう関ಀ機関がいに༠力し合って、ࢃかり

やすいᗈ報άືにດめることがᮇᚅされる。 

(4) 業のコンࣛࣉンࢫᒚ行のための就労支援機関等

にࡼる⿵ⓗ支援 

ᅇの調査では、障害者差別⚗Ṇつ定ཬび合理的配慮ᥦ

౪⩏務つ定に関するㄆ知ᗘがἲ定雇用率の見┤しのㄆ知ᗘ

に比べて低いこと、これらのつ定についてㄆ㆑していると

しながらも、特にᑐᛂを行っていない業がᑠつᶍ業を

中ᚰに一定数見られた。 

これらのつ定が業において╔実に実行されるためには、

行ᨻ機関をጞめ就労支援機関が業における合理的配慮ᥦ

౪の取⤌状況の確ㄆを行い、必要にᛂࡌてල体的なࣂࢻ

ていくことࡏを行うことにより、ไᗘを理解・ᾐ㏱さࢫ

が必要とᛮࢃれる。 

そのためには、ཌ⏕労働┬がసᡂした自Ⅼ᳨資料など

をά用して、雇用ಁ㐍セミࢼーや業ゼၥなど、様ࠎな機

を通ࡌて、業が行うべき取⤌をࢡࢵ࢙ࢳしつつ、㐺ษ

なᑐᛂがᅗられるように支援することがᮃまれる。 

(�) 業の支援機関へのニーࢬを㋃࠼ࡲた支援 

支援機関に求めたい支援としては、「障害者雇用に関す

る合理的配慮について知りたい」「差別⚗Ṇについて知り

たい」は、障害者を雇用している業でも、雇用していな

い業でも上にあった。業がᑐᛂにⱞ慮している、ま

たは、不Ᏻをឤࡌているのではないかという結果になった。 

また、障害者を雇用している業では「障害種類、障害

特性、配慮事㡯について知りたい」が➨２にධっており、

障害理解を῝め、特性に合ࡏࢃたᑐᛂを㐍めていこうとす

る傾向があるのではないか、一方、障害者を雇用していな

い業では、「᥇用ᚋ障害者の┦ㄯ」が➨１で、障害者

へのᑐᛂに不Ᏻをᢪえているとも見てとれる結果になった。 

業支援については、こうした結果を㋃まえたᑐ⟇をㅮ

 。れるࢃる必要があるとᛮࡌ

 

【㐃⤡ඛ】 

ὸ㈡ ⱥᙪ 

障害者職業総合センター研究部㛛 

Asaka.Hidehiko@jeed.or.jp 
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⢭⚄障害者の職場ᐃ╔支援 

㸫ྜ理ⓗ配慮のᥦ౪の࠶り᪉をめࡗࡄて㸫 

 

 （福祉ࢺࢫࢳン࣋ࢻ社福祉ἲ人）中 子⏣ۑ

ኴ⏣ ᖾ（㻺㻼㻻ἲ人ࢫ࢘ࣁࣈࣛࢡಛᕝ） 
 

㸯 ࡌࡣめに 

障害者を雇用する際、その特性に配慮した必要なᥐ置を

ㅮࡌることは事業の⩏務である。なかでも精神障害者は

精神疾ᝈにᇶ࡙くㄆ知機能の障害および⏕άのし࡙らさが

あるとされ、┠に見えないᅔ難さにᑐする配慮が必要とさ

れる。本事例では、ࣟࣁー࣡ーࢡの障害者求人をさࡎに

精神障害者をึめて雇用し、合理的配慮ᣦ㔪にἢって定╔

支援を行った職場の取⤌をᥦ示し、精神障害者にᑐする合

理的配慮のあり方を᳨ウする。 

 

㸰 ⢭⚄障害者にᑐするྜ理ⓗ配慮ᣦ㔪・事 

このたび精神障害者をᑐ㇟とした合理的配慮ᥦ౪に際し、

ཧ⪃とした配慮ᣦ㔪および配慮事例は௨ୗの通りである。 

(1) ཌ⏕労働┬のྜ理ⓗ配慮ᣦ㔪1) 

・業務ᣦᑟや┦ㄯに関し、ᢸ当者を定めること。 

・業務のඃඛ㡰や┠ᶆを明確にし、ᣦ示を１つࡎつฟす、

స業手㡰を分かりやすく示した࣐ニュࣝをసᡂする等

のᑐᛂを行うこと。 

・ฟ㏥勤時้・休ᬤ・休᠁に関し、通院・体調に配慮する

こと。 

・できるࡔけ㟼かな場ᡤで休᠁できるようにすること。 

・本人の状況を見ながら業務㔞等を調ᩚすること。 

・本人のࣂࣛࣉシーに配慮した上で、の労働者にᑐし、

障害の内容や必要な配慮等をㄝ明すること。 

(2) 内㛶ᗓのྜ理ⓗ配慮ᥦ౪事2) 

・通院・受診のጉࡆにならない勤務体ไを⤌ࡴようにし、

やࡴを得ない場合は、通院、受診のために休めるように

した。 

・休᠁時間の配分を調ᩚし１時間おきに休᠁できるように

した。 

・本人のᕼᮃを㋃まえて、障害の内容や必要な配慮などに

ついて職場でㄝ明を行った。 

・స業手㡰などを示した業務࣐ニュࣝについて、分かり

やすい内容となるようᕤኵしてసᡂした。また、ㄝ明や

ᣦ示はල体的に行うように職場ࢫタࣇࢵに࿘知した。 

・関㐃ケ資᱁を取得した者を┦ㄯ員とし、ᝎࢇでいるこ

とを┦ㄯできる機をタけた。 

 

３  事⤂ 

ＡẶは40ṓ௦のዪ性で、診断ྡは㐺ᛂ障害、精神障害者

保健福祉手帳㸱⣭をᡤᣢしている。ＡẶは過ཤに障害者求

人で高㱋者ㆤタのΎᤲ員として㐌㸱日就労したが、స

業ࣆࢫーࢻが職場の要求Ỉ‽に達ࡎࡏ㞳職していた。その

ᚋ、就労継続支援Ａ型事業ᡤに㐌㸳日通ᡤし状態をᩚえ、

知人の⤂により、高㱋者ㆤタ㹀のΎᤲ員として当ึ

㐌㸱日の᮲௳で雇用された。障害特性として、定እのฟ

᮶事に࣌ーࢫをされస業に᎘気がさしてしまう、人の

┠が気になりࢵࣞࣉシࣕーをឤࡌやすい、స業は一つ一つ

ᑀに行おうとすることがＡẶへの⪺き取りからᣲࡆられ

た。 

 

４  配慮ᥦ౪ 

(1) 就業時間と障害㛤♧ 

Ύᤲ部㛛のリーࢲー㹁職員がＡẶと㠃ㄯし、ධ職ᚋの配

慮事㡯について取り決めた。就業時間は㐌㸱日、１日6.25

時間とし、ＡẶのᕼᮃで障害特性についてΎᤲ部㛛の職員

全員に知ってもらいたいとのことで、ＡẶとの関りではᣦ

示を一つ一つ明確にఏえ、స業をᛴかさないようなᑐᛂを

することが確ㄆされた。 

(2) 業務内容と㈇ᢸの㍍ῶ 

㹁職員がＡẶのᢸ当となり、一人で業務をこなࡏるまで

ンでືき、㏥勤๓に業務のり㏉りの時間をタ࣐ーࢶン࣐

けることにした。また、ＡẶについてはࣟーࢸーション勤

務からእし、ẖᅇ同ࡌ業務を同ࡌ㡰␒で行えるようにした。

手㡰書は⡆⣲し、స業中でも見やすいようにᨵⰋした。

のΎᤲ中にタの利用者がධってくるような、ＡẶࣞࢺ

にとって予ᮇࡠࡏ事態が発⏕したとき、どのようにᑐᛂし

てよいかᡞᝨい、部㛛の職員から┤᥋ὀពされたことが

見受けられ、その㒔ᗘ㹁職員がᑐᛂした。ＡẶが「ࣞࢺ

が近くてᚰ配」とッえたときは、Ύᤲ࢝ーࢺを置く置に

ὀពすれば気にࣞࢺࡎࡏを用してよいことをఏえた。

స業が㏵中であっても㏥勤時間が᮶たらస業を⤊えたとこ

シࣕーࢵࣞࣉれるࢃまでを報告して⤊業とし、時間に㏣ࢁ

をえないようにした。 

(3) 状へのᑐᛂと配置㌿ 

ධ職から㸳ࣨ᭶ᚋ、ＡẶは「㢌③がする」「気分が悪

い」等を理由に、職場にᮅ㟁ヰをධれ、✺発的なḞ勤が┠

❧つようになった。ＡẶと人事の㹂ㄢ㛗とヰし合い、㐌２

日のዎ約にኚ᭦し、Ḟ勤した場合はฟ勤᭙日でない᭙日に

り᭰えてฟ勤できるようにし、㐌２日のฟ勤率を⥔ᣢす

ることで定╔をᅗった。しかし、病気を理由に２ࣨ᭶間の

⒪㣴もありⓙ勤の᭶はなくなった。ධ職ᚋ１年半が⤒過し

㹂ㄢ㛗がＡẶとび㠃ㄯを行った。ＡẶは、ฟ勤時にᏛ⏕

が㛗⺬のิをなすࢫࣂᚅࡕがⱞ③であるとッえたため、ฟ
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勤時間を45分⧞上ࡆるなどᑐᛂしたが、㐌２日のฟ勤はで

きなかった。 

ධ職２年ᚋ、ＡẶと㹂ㄢ㛗が㠃ㄯを行った時、ＡẶはΎ

ᤲ部㛛のὙ℆ᐊへの異ືをᕼᮃした。１日の勤務は業務の

㒔合で6.75時間と㛗くなったが、ＡẶはᢎしὙ℆ᐊに異

ືした。しばらくすると「㏥勤してからタの㏦㏄ࢫࣂを

ᚅつ時間が᎘ࡔ」とのＡẶッえにより、㏥勤に合ࡏࢃてࣂ

 。を増౽したがฟ勤率は上がらなかったࢫ

ධ職４年ᚋ、㹂ㄢ㛗の異ືがありᚋ௵の㹃ㄢ㛗がᢸ当と

なってからもＡẶの状態はኚࢃらࡎ、㹃ㄢ㛗からዎ約を᭦

᪂しないとＡẶにఏえたとこࢁ、ＡẶはዎ約の᭦᪂を求め、

最ᚋの２か᭶をฟ勤率100％でⓙ勤したが、職場のዎ約᭦

᪂をしないという方㔪はኚࢃらࡎＡẶはዎ約満で㏥職し

た。 

 ⦪㍈をฟ勤率（༢：％）、ᶓ㍈をᅾ職年数（༢：

年）としたＡẶのฟ勤率の᥎⛣はᅗの通りである。 

図 㸿Ặのฟ勤⋡の᥎移 

 

５  考察 

(1) ྜ理ⓗ配慮ᣦ㔪と㸿Ặへの配慮 

ᣦ㔪にᥖ㍕された配慮とＡẶにᥦ౪した配慮は௨ୗの通

りである。 

 の職ဨへの必要な配慮などのㄝ᫂ 

ධ職๓にＡẶと㠃ㄯし、ＡẶの障害特性について職員に

࿘知していたため、ＡẶのために⡆⣲した࣐ニュࣝを

సᡂし用してもらう、ࣟーࢸーション業務からＡẶをእ

す、㐌㸱日から勤務を㛤ጞする等、の職員から理解が得

られやすかった。必要な配慮事㡯のㄝ明を事๓に行ったこ

とは、の職員と異なるᙧ態で業務を㛤ጞする精神障害者

への理解のಁ㐍として有ຠであったと⪃えられる。 

 ᢸᙜ者の୍ᮏ化 

㹁職員をᢸ当として࣐ンࢶー࣐ンでＡẶに業務をᩍえた。

ᢸ当を一本したことによって、㹁職員からᣦ示が１つࡎ

つฟされるなど、ＡẶが業務を行ううえでᏳᚰឤにつなが

り、ＡẶがࣞࢺをΎᤲ中、利用者がධってくる等の✺発

的な事態にもᑐᛂできたので、合理的配慮としてጇ当で

あったと⪃えられる。 

 ฟ勤・㏥勤時้の調整 ࢘

ＡẶがࢫࣂのิが気になるためฟ勤時้を⧞り上ࡆるこ

とを合理的配慮として実したが、ＡẶのฟ勤率が上がる

ことはなかった。同様に、㏥勤時のࢫࣂの本数を増やして

もฟ勤率は上᪼しなかった。ＡẶはฟ勤することのᅔ難さ

をࢫࣂの時้を理由として、ࢫࣂの時้を᪩めることに

よってฟ勤率の上᪼をᅗったと⪃えられるが、実際はࢫࣂ

の時้は関ಀなく、職場に行かれないの理由がＡẶに

あったと⪃えられる。ฟ勤時้のኚ᭦をヰし合った時Ⅼで、

ＡẶのḞ勤は┠❧っており、合理的配慮を᳨ウする௨๓に

職場に᮶られなくなっていることについて、精神⛉་⒪の

視Ⅼからᑐᛂ⟇をㅮࡎることがዲましかったと⪃えられる。 

 ௨上のᣦ㔪・事例にᇶ࡙く配慮は、ＡẶの業務㐙行には

有ຠであったと⪃えられるが、ฟ勤率が低ୗした状況での

配慮は職場定╔に有ຠとならないことが示唆された。 

(2) ⢭⚄障害者にᑐするྜ理ⓗ配慮の࠶り᪉ 

高㱋者ㆤタ㹀はＡẶがึめての精神障害者雇用で

あったことから、ＡẶのฟ勤率が低ୗした時Ⅼで、合理的

配慮をᥦ౪することがＡẶのฟ勤率を上᪼する手段として

取られていたと⪃えられる。合理的配慮ᣦ㔪はฟ勤がっ

てしまっている段㝵で実されることは定されておらࡎ、

ฟ勤がった時に་⒪機関へのᑐᛂを┦ㄯし、ຓゝを求め

ることが必要であったと⪃えられる。 

そして、ＡẶはዎ約᭦᪂がないと知ってから、最ᚋの２

か᭶間のฟ勤率が100％に達した。このことは、ＡẶが精

神疾ᝈࡺえにฟ勤できなくなっていたのではなく、ࡴしࢁ、

ＡẶにとって職場がᏳᚰして働ける場になっていなかった

ྍ能性がある。精神障害者への合理的配慮ᣦ㔪には┤᥋的

な表⌧で「ᒃ場ᡤ࡙くり」に関することはⓏ場しないが、

ฟ勤率の⥔ᣢ、つまり職場定╔をᅗるには、働く௰間との

かけがえのない場ᡤࡔとឤࡌられるようなᚰ理的なつなが

りが必要なのではないࢁࡔうか。ＡẶとの関ࢃりから得ら

れたこととして、業務㐙行への配慮のみならࡎ、୪行して

ᚰ理的なつながりもព㆑する必要があるとᛮࢃれた。 

 

㸴  おわりに 

 一事例からゝえることに㝈⏺はあるが、「配慮」という

ྡのᑐᛂが精神障害者をᾘᴟ的にしてしまうことがあるྍ

能性があることに␃ពし、精神障害者の定╔支援について

ᚋも᳨ウしてきたい。 

 

【参考文献】 

1)㻌ཌ⏕ປാ┬合理的配慮ᣦ㔪 
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日㜀ぴ） 

2)㻌障害者差別解ᾘἲ࠙合理的配慮のᥦ౪等事例集ࠚ（ᖹᡂ29年
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⪁ⱝ⏨ዪㄡࡶが୍⏕働ࡅる♫の仕⤌みりを┠ᣦしてࠋ 

බ務ဨや業職種で発、ᡭᖒྲྀᚓ・Ẹ間でά㌍をする事発⾲ 

 

 （⏬ㄢᰴᘧ社 ⏬㛤発部 部㛗ࢺࣇࢯᐩኈ）✑㐲⏣ ༓ۑ

 （ㄢ㛗௦理 ࣉーࣝࢢ⏬ㄢᰴᘧ社 ᩍ⫱事業ࢺࣇࢯᐩኈ）  ᵳ⏣ 理ۑ
 

㸯 薬ࡼり仕事をୗࡉいࠋ 

➹者がࢿ࣒ࢼを取っていた時のᝈ者様の一ゝである。 

リࣂ࢝リー・ࣞࢪリ࢚ンࢫ力は、薬のみでは⸽らࡎ、社

ཧ⏬してこそ、⸽るものである。 

⣡⛯者となってᅜẸの⩏務を果たしたいという気ᣢࡕは

人がᣢࡕ合ࡏࢃているものであり、業はክが実⌧でき

る場ᡤである。⪁ⱝ⏨ዪ一人でも多くの障がい者の方が自

❧の１Ṍを㋃みฟࡏるように当たり๓の仕事をษりฟすの

も業の㈐務である。 

当社は、ぶ社ᐩኈࢺࣇࢯの᪂༞1,000ྡの᥇用に合ࢃ

。ẖ᭶、㸶から10ྡの障がい当事者の社員がධ社をするࡏ

年㱋・⤒㦂も多様でྛ種公務員の管理職⤒㦂者がᚰの病を

発症し手帳を取得してධ社をする事例もᛴ増。་⒪関ಀの

業務で発病をし、ධ社をされる障がい当事者の方、㹊㹅㹀

㹒・㹅㹇㹒の社員も加ࢃる中、多様する障がいにᑐする

合理的配慮を実するためにも、管理職研ಟには、力をධ

れる。㹊㹅㹀㹒・㹅㹇㹒の社員については、ධ社時、明ら

かになっていればⰋいのࡔが、ධ社ᚋ࢝ミンࢺ࢘ࢢした

場合は、それに合ࡏࢃた合理的配慮も必要となってくる。

当社の中には、ධ社ᚋ࢝ミンࢺ࢘ࢢした社員もいるので、

服・ࣟ࢝ࢵー・ࣞࢺのኚ᭦は、ᚎࠎにぶ社とも༠力

をしてᑐᛂした。服やお⢝については、いきなり明日

からኚ᭦というࢃけではなく、ᚎࠎにኚをつけていき、

⦆やかに、性をኚえていくというᙧを取り、࿘ᅖも࣒ࢫー

ズに理解・受けධれることができた。知的障がいの社員に

は、いきなりヰしても、Ⴗには理解ができない場合があ

るので、時間をかけてヰすことにより、ンࣝࢡーシࣈな

✵間が⏕まれた。では勤ᛰもᏳ定し、社のᡓ力として

άきάきとά㌍をされている。 

障がい当事者が管理職である部⨫が多く、人の③みが分

かること、薬のస用が分かること、症状表ฟの㢖ᗘをᢕ

ᥱしていることなどをᙉとし、14ࢫࣇ࢜のྛᣐⅬでά

㌍をしている。これは幅ᗈくᛂ用できるⅬで、ぶ社で㨚

病を発症した社員を２㐌間特例子社で受けධれ、障がい

当事者社員に、ࣝ࢟ࢫをఏᤵしてもらうリ࣡ーࢡにも、ຌ

をዌしている。➨ྕࢪョࣈコーࢳ（➨ྕ職場㐺ᛂ援ຓ

者）でᵓᡂしている㹈㹍㹀࣏ࢧーࢺ❆ཱྀに、障がい当事者

の社員が数ྡ加ࢃることで、┦ㄯ௳数のኚが見られる。

┦ㄯされる方のᚰ理的㈇ᢸを慮り、┦ㄯ者も、ఱでもㄡか

に解決してもらおうではなく、ఱかᅔったことがあった時、

まࡎは自分で解決⟇を⪃えて実行しようという気㐠が社内

で高まった。 

自ຓ力がᾐ㏱してきたと⪃える。自ຓ力が高まるとリ࢝

リーにもᢿ㌴がかかるため、就労は障がいを㍍ῶするこࣂ

とが体⌧できる。ン࢞ー࣓ࢪࢿ࣐ンࢺᩍ⫱も行い、ឤ

的にືくᢚṆ力としてもᛣりのコンࣟࢺーࣝをព㆑的に行

うことで薬がῶってきたという社員もいる。 

自❧・自ᚊが業では求められるため、一人の時間を自

ᭀ自Რに過ࡈさない様においに気を付ける、報ඹ有を

することにより、㊃・࣏ࢫーࢶに勤しみ、働き方ᨵ㠉に

もつながる。障がいのある社員は、働く気力と体力があれ

ば、Ṛࡠまで働いてⰋいという社カもあり、障がい・⏕ᾭ

⌧ᙺを┠ᶆに、社員は通勤をしている。 

స用で、༗๓中きつくとも、༗ᚋฟ社することで症状

がᨵၿされる場合も多いので、ࢫࢡࢵࣞࣇไᗘをά用して

いる。一日、ᐙにこもりࠎとしているよりは 

社にฟ勤し、௵務を果たすことにより、⏕きるពḧを

取りᡠすことが多い。働くことは⏕きることにもつながる

ので、日ࠎのを⣳ࡄⅭにも、自ẅ者をฟさないためにも、

日本中・ୡ⏺中の業・ᅋ体が雇用を続けること・・・こ

れこそが職業リࣅࣁリࢸーションのᴫᛕの㦵子であると⪃

える。 

 

㸰 ♫ဨのᐃ╔にࡘいて 

⌧ᅾ当社の大きなㄢ㢟が社員の定╔である。2015年から

2019年㸶᭶までにධ社した障害者社員は165ྡ。その中で

㏥職したのが44ྡである。㏥職率は26％である。 

㏥職した要ᅉは様ࠎであるが、業務ࣞࣝ࣋に本人がつい

ていけていないケーࢫが┠❧つようになってきた。ここ数

年で社内の業務が高ᗘしている。しかし、その業務に㐺

ᛂできる社員のᩍ⫱が㐍ࢇでいないのが⌧状ࡔ。社員の定

╔のためにも４つの取り⤌みをᙉすることとした。 
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 （㛗・職場ᕠ回ୖ）ンケࣛ (1)

2018年よりࣛンケの࣏ࢧーࢺをᙉした。特にᮾ

ி・ᶓ࢚リにおいて、ྛᣐⅬをᕠᅇする部㝲をసりᚚ

用⪺きを行っている。上がってきた要ᮃ・ᅔりࡈとなどは

たᑐᛂࡌᢸ当者・㈐௵者・社でඹ有し、必要にᛂリ࢚

を㎿㏿に行えるようにしている。 

(2) ┦ㄯ❆ཱྀ（㹈㹍㹀࣏ࢧーࢺ❆ཱྀ） 

㹈㹍㹀࣏ࢧーࢺ❆ཱྀは、上㛗に┦ㄯし࡙らいᝎみ・ᅔり

とを┦ㄯできる❆ཱྀである。2016年、2017年の┦ㄯ௳数ࡈ

は比較的多かった。2018年に┦ㄯ௳数が⃭ῶする。2018年

に大きな⤌⧊ኚ᭦があ

り、ࣛンケでのࢧ

を重Ⅼ的に行うࢺー࣏

ようになった。ၥ㢟が

㉳きたらまࡎは上ྖに

┦ㄯするよう、社員に

働きかけた。 

2019年㸵᭶になって、

当┦ㄯ❆ཱྀの࿘知をᙉした。ンࢺࢵࢿࣛࢺに࢛ࣇー࣒

をタ置し、┤᥋┦ㄯ࣓ࢵセーࢪを❆ཱྀᢸ当者に㏦れるよう

にした。社員がンࢺࢵࢿࣛࢺ上から気㍍に┦ㄯできるよ

うになったため、㸵᭶からの┦ㄯ௳数がⱝᖸ上向いていっ

た。ᚋは┦ㄯ者、上㛗、社がそれぞれ༠調しながら、

社員のᅔりࡈとを解決していけるようにする。 

(3) 㠃ㄯ（♫ဨࢸࣝ࢝） 

ධ社した社員の࢛ࣟࣇーࣉࢵとして、㠃ㄯを実して

いる。ධ社１か᭶ᚋ、㸱か᭶ᚋ、６か᭶ᚋの計㸱ᅇを最低

でも実する。必要にᛂࡌて、㒔ᗘ㠃ㄯをできる体ไと

なっている。㠃ㄯの結果・

グ㘓は社員ࢸࣝ࢝として保

管する。社員ࢸࣝ࢝はᙺ員

と上㛗にᒎ㛤している。内

容のᒎ㛤については社員に

ᢎをとってから行う。㠃

ㄯの際にイくこととして、

通院している་⒪機関ྡ、་ྡ、支援機関ྡ、ᢸ当者

ྡ、障害ྡ、病Ṕ、ᐙ᪘ᵓᡂ、上㛗・同にしっておいて

ḧしいこと、⌧ᅾのᝎみ、ᚋやりたいこと、などである。 

(4) ◊ಟ（管理者ྥࡅ◊ಟ） 

2019年㸵᭶より管理者向け研ಟをࢫターࢺさࡏた。６か

᭶間を１ࢡーࣝとして実。๓半は࣓ンタࣝࢫࣝ࣊の管理

を中ᚰとした内容。ᚋ半は࣓ࢪࢿ࣐ンࢺを中ᚰとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研ಟᑐ㇟者は、స業㈐௵者௨上のᙺ職者となる。社全体

で52ྡがᑐ㇟となっている。う31ྡࡕは障害をᣢった管理

者である。᭶に１ᅇ１時間ではあるが研ಟを必ࡎ受ㅮする。

研ಟ⤊ᚋは必要にᛂࡌて、ಶ別に管理者の┦ㄯにり、

必要なࢶーࣝのᒎ㛤や࣡ーࢡショࣉࢵを実する。 

研ಟを行う部㛛は、2019年１᭶にタ❧した。部㛛㈐௵者

をྵめ、部員の多くは障害当事者である。この部㛛は「社

員の定╔率を上ࡆること」をミࢵションとしている。 

 

当社では様ࠎな⤒Ṕ・障害をᣢった社員が続ࠎධ社して

いる。人数が多くなればそれࡔけၥ㢟も多くなる。社員が

いかにᛌ㐺にάきάきと働

けるかが、職場定╔の㘽と

なる。そのためには社員が

┦ㄯ・利用できるࣕࢳンࢿ

ࣝは多い方がよい。社とし

てできる取り⤌みをヨし、

結果を᳨ドしなくてはいけ

ない。まࡔ当社の取り⤌み

はጞまったばかりである。 

 

 

【㐃⤡ඛ】 

㐲⏣ ༓✑ 

ᐩኈࢺࣇࢯ⏬ᰴᘧ社 

7(/� 0467�47�5944  )$;�0467�44�6117 

(PDLO� WoGDFKL#IVN�LQF.Fo.Mp 

図 職場ᐃ╔を支࠼る４ࡘのྲྀり⤌み 

年度 相談件数

2016年 39

2017年 47

2018年 15

2019年（8/1まで） 9

計 110

⾲㸯 㹈㹍㹀࣏ࢧーࢺ❆ཱྀ┦ㄯ

年度 作成数

2015年 28

2016年 16

2017年 28

2018年 42

2019年（8/1まで） 30

⾲㸰 ♫ဨࢸࣝ࢝作ᡂ数 

実施月 内容

7月 認知行動療法

8月 WRAP

9月 メンタルヘルスマネジメント・セルフケア

10月 一般的なマネジメント

11月 特例項会社のマネジメント

12月 富士ソフト企画でのマネジメント

⾲３ ◊ಟࢸー࣐ 
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障害の࠶るồ職者のᐇែ調ᰝ⤖ᯝ（୰間ሗ࿌）にࡘいて 

 

 ཱྀ ಟ一（障害者職業総合センター ௵研究員）ۑ

Ṋ⃝ ᗈ（障害者職業総合センター） 
 

㸯 ┠ⓗ 

本調査は、公ඹ職業Ᏻ定ᡤ（௨ୗ「ࣟࣁー࣡ーࢡ」とい

う。）に᪂つ求職⏦㎸みを行った障害のある求職者の実態

について正確にᢕᥱすることを┠的としてᖹᡂ30年ᗘに実

した。 

 

㸰 ᪉ἲ 

本調査は、ࣟࣁー࣡ーࢡに᪂つ求職⏦㎸みを行った障害

のある求職者について、ࣟࣁー࣡ーࢡᢸ当者が職業┦ㄯ等

においてᢕᥱした事例報（ಶ人報を㝖く。）をୗグ

�1)の２ᅇに分けてୗグ�2)の調査㡯┠からᵓᡂする調査⚊

ࣁにධ力することにより実し、47㒔㐨ᗓ┴のࣝࣇ

ࣟー࣡ー419ࢡᡤから障害のある求職者4,962人分の調査

データを集して集計した。 

(1) 調ᰝ時ᮇ 

 ồ職者の状況調ᰝ（➨㸯回調ᰝ） 

ᖹᡂ30年６᭶に᪂つ求職⏦㎸みを行った障害のある求職

者の同᭶時Ⅼの状況についてᡤ定の調査㡯┠をᢕᥱした。 

 㸯回調ᰝồ職者の就職状況調ᰝ（➨㸰回調ᰝ）➨ 

ᖹᡂ30年12᭶ᮎまでにᢕᥱした➨１ᅇ調査求職者の就職

状況についてᡤ定の調査㡯┠をᢕᥱした。 

(2) 調ᰝ㡯┠ 

➨１ᅇ調査ではձᇶ本報（27㡯┠）、ղ๓職の状況

（22㡯┠）、ճᕼᮃする労働᮲௳等（19㡯┠）、➨２ᅇ調

査ではմ就職状況（25㡯┠）の調査㡯┠とᅇ⟅㑅ᢥ肢をタ

定して調査した。 

 

３ ⤖ᯝ 

本発表では、全調査㡯┠（93㡯┠）のうࡕ、障害状況、

支援機関の利用状況、職場で必要としている配慮、就職状

況等について報告する。 

(1) 障害状況 

求職者の障害状況を身体障害、知的障害、精神障害、発

達障害およびそのの障害で༊分すると表のとおり。 

 

⾲ ồ職者の障害別状況 

障害別 
重複計上 

 㹙ᖹᆒ年㱋sᶆ‽೫差㹛 

重複なし 

�実௳数) 

身体障害 

知的障害 

精神障害 

発達障害 

そのの障害 

29.0� 㹙50.2ᡯs13.46㹛 

13.1� 㹙29.0ᡯs12.41㹛 

47.4� 㹙39.7ᡯs11.18㹛 

12.9� 㹙30.1ᡯs 9.13㹛 

 4.0� 㹙43.8ᡯs13.01㹛 

27.4� 

11.4� 

42.4� 

 9.1� 

 3.2� 

重複障害 �上グ障害の重複) 6.4� 

身体障害ありでは、肢体不自由が48.0％と最も多く、次

いで内部障害が33.3％、聴覚障害が11.0％、視覚障害が

7.8％、不明が1.7％となっている。 

精神障害ありでは、気分障害が51.2％と最も多く、次い

で統合失調症が26.6％、てࢇかࢇが6.3％、高次脳機能障

害が2.4％、そのの精神疾ᝈが11.2％、不明が5.1％と

なっている。 

 発達障害ありでは、自㛢症・࢞ࣝ࣌ࢫー症ೃ⩌・ᗈỗ

性発達障害（ＡＳＤ）が68.6％と最も多く、次いでὀពḞ

ዴ多ື性障害（ＡＤＨＤ）が26.7％、Ꮫ⩦障害が1.6％、そ

のの発達障害が1.9％、不明が8.6�となっている。 

そのの障害ありでは難病が83.5％と多数を占めている。 

重複障害では、精神障害㸩発達障害が47.9％と最も多い。 

障害者手帳の有↓についてはᅗ１のとおり。 

図㸯 障害者ᡭᖒの᭷↓【複数回答】 

 

(2) 支援機関の利用状況（᫂を㝖く） 

➨１ᅇ調査時Ⅼで利用している支援機関ありの割合はᅗ

２のとおり。 

図㸰 利用している支援機関࠶りの  ྜ

 

(3) 職場で必要としている配慮（᫂を㝖く） 

 就職ᕼᮃにおいて職場で必要としている配慮のなもの

を障害種類別に見るとᅗ㸱およびᅗ４のとおり。 

(4) 就職状況（᫂を㝖く） 

ᖹᡂ30年12᭶ᮎまでに就職を確ㄆしたのは全体の36.6％

であった。 

就職者の᥇用⤒㊰（就職ඛの⤂を受けた፹体）は、ࣁ

ࣟー࣡ーࢡが91.5％と圧倒的多数を占めている。 

就職を決めた理由のなものはᅗ㸳のとおり。 

 

41.5%
28.8%

12.9%
17.4%

0% 50% 100%

精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳

⒪⫱手帳等

障害者手帳なし

40.4%
19.3%

64.5%
44.9%

59.8%
23.5%

0% 50% 100%

全体

身体障害あり

知的障害あり

精神障害あり

発達障害あり

そのの障害あり
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図３ 身体障害種類別の必要としている配慮【複数回答】 

 

 
図４ 障害種類別（身体障害以外）の必要としている配慮 

【複数回答】 

 

図５ 就職を決めた理由【複数回答】 

 

４ 考察 

(1) 障害状況 

 精神障害の疾病別では、精神障害のある求職者が近年大

幅に増加している中にあって、2012年報告１）（気分障害

34.1％）と比較して、気分障害が過半数（51.2％）を占め

明らかに増加している。 

 重複障害では精神障害と発達障害の重複が約半数を占め、

発達障害ありではおよそ４人に１人（24.2％）が精神障害

を重複している。 

 精神障害または発達障害のある求職者は全体の57.2％を

占めるが、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

は求職者全体の41.5％であり、該当障害者手帳の取得率は、

身体障害（99.0％）や知的障害（98.5％）と比較して、精

神障害で71.6％、発達障害で77.7％と低くなっている。 

(2) 支援機関の利用状況 

 利用している支援機関ありの割合は、知的障害が６割を

超える一方で身体障害は２割に満たないなど、障害により

利用状況が異なる傾向がうかがえる。障害別に利用ありが

半数を超えるのは、知的障害（64.5％）、発達障害

（59.8％）のほか、精神障害の疾病別では高次脳機能障害

（57.1％）、統合失調症（56.2％）となっている。 

(3) 職場で必要としている配慮 

 職場で必要としている配慮は、障害別に必要とする配慮

が異なる傾向が見られ、当然ではあるが障害特性を反映す

ることが示唆されている。 

 例えば、身体障害では、内部障害は「通院時間の確保、

服薬管理など雇用管理上の配慮」（48.8％）、聴覚障害は

「職場でのコミュニケーションを容易にする手段や支援者

の配置」（49.2％）、視覚障害は「能力が発揮できる仕事

への配置」（44.6％）がそれぞれ最も多くなるなど、障害

種類による差異が見られる。 

 精神障害全体では「調子の悪いときに休みをとりやすく

する」（52.7％）や「通院時間の確保、服薬管理など雇用

管理上の配慮」（35.9％）が多く、疾病別で見ても気分障

害、統合失調症とも同様の傾向にある。発達障害全体では

「能力が発揮できる仕事への配置」（45.7％）、「職場で

のコミュニケーションを容易にする手段や支援者の配置」

（39.7％）が多く、診断別で見てもＡＳＤ、ＡＤＨＤとも同

様の傾向にある。 

(4) 就職状況 

 就職を決めた理由では、「職種・仕事の内容」（71.5％）

が圧倒的に多く、就職を決める際に重視するのはやはり仕

事の内容であることが多いといえる。 

 

５ おわりに 

本調査結果については、引き続きデータ分析を行い、す

べての集計およびデータ分析の結果を令和２年に調査研究

報告書により公表する予定である。 
 
【参考文献】 
1)障害者職業総合センター：「精神障害を有する求職者の実態に
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2)障害者職業総合センター：「障害者の就業状況等に関する調査
研究」調査研究報告書No.137（2017） 
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